
 この度、著作権法改正についての最新の状況と考え⽅を⽂化庁著作権課⻑の岸本織江⽒に解説していただきます。
 質疑応答の時間を設け、参加者の皆様と共に理解を深めます。
 なお、説明会は梅⽥キャンパスでの対⾯及びオンライン中継の両⽅で⾏います。  皆様の奮っての参加をお待ちしています。

開催⽇時 2020年9⽉7⽇（⽉）
【開場】18:00〜
【説明・質疑応答】18:30〜20:00

場所 ⼤阪⼯業⼤学 梅⽥キャンパス（OIT梅⽥タワー）203・204セミナー室 （⼤阪市北区茶屋町1-45）
※オンライン中継も⾏います。

締切 【申込締切】9⽉5⽇（⼟）

参加料 無料

式次第

【開 場】18:00
【説明・質疑応答】18:30〜20:00

【説明者】岸本 織江 ⽒

⽂化庁著作権課⻑ 

＜略歴＞
平成5年4⽉⽂部省⼊省。
前職は、内閣府知的財産戦略推進事務局参事官。著作権関連の業
務として、⽂化庁著作権課法規係⻑、著作権課課⻑補佐を歴任。
令和元年７⽉より現職。 

 ⼤阪⼯業⼤学･知的財産研究科のＨＰ（http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/）のトップページにおける「講演・研究会情報」から、セミナー各回の詳細の紹
介と参加申し込みページにアクセスすることができます。 
 関⻄知財セミナーにお申し込みいただいた⽅々、あるいはＨＰのトップページにおける「セミナー招待メール登録」でご登録いただいた⽅々には、今後の関⻄
知財セミナーへの御招待メールを優先的に送信させていただきます。

【お問合せ先】 ⼤阪⼯業⼤学 知的財産研究科 事務室    TEL︓06-6954-4163  FAX︓06-6954-4164
        〒535-8585 ⼤阪市旭区⼤宮５丁⽬１６－１ １号館８階  E-mail︓OIT.Pbu@josho.ac.jp

 ⼤阪⼯業⼤学知的財産研究科では、知財の学びの機会を広く学外に提供することにより、関⻄地⽅の知財関係者が⾃由に集えるプラットフォームを形成していきたいと
考えています。このたびその⼀環として、無料の「関⻄知的財産セミナー」を梅⽥キャンパスにおいて開催中です。（質疑可能なオンライン中継を実施する場合がありま
す。）2020年度も多数のセミナーを開催しています。皆様のご参加をお待ちしております。

2019年度開催実績 (⼀部抜粋)

 関⻄知財セミナー (9/7)

令和２（２０２０）年著作権法改正にかかる説明

参加費無料

お申込み・お問合せ先

関⻄知財セミナーのご案内

グローバル知的財産マネジメントと会計・税務戦略

⽶中貿易摩擦から考える中国における知的財産のしくみの現状と未来

不正競争防⽌法と著作権制度の改正動向について

デジタルトランスフォーメーションにおける知的財産 〜データとその新たな
利活⽤の保護〜

知財戦略を強化する組織づくり 〜三位⼀体の知財活動の実現に向けて〜

知財戦略の重要性〜ライフサイエンスを中⼼として

判例における均等論の発展

マーケティング・ツールとしての知的財産 〜『技術ブランド』から『IPラン
ドスケープ』まで

欧⽶のデザイン保護

独禁法から考える知的財産権
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